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令和４年度 保育所整備事業について 

本市では、老朽化した保育園の建替え・統合を進めるとともに、増加する３歳未満児の

保育需要に応えるため、「第２期保育所整備計画」に沿って保育所の新設、建替えなどの施

設整備を実施しています。 

１ 豊川北部保育園【建替え】 

（１）設置主体 

社会福祉法人 豊川市保育協会 

（２）設置場所 

豊川市大堀町３００番地（東部地区 豊小学校区） 

（３）利用定員（予定） 

【現 行】１５０人（２号認定 １２０人、３号認定 ３０人） 

【変更後】１６０人（２号認定 １１０人、３号認定 ５０人） 

（４）供用開始年月日 

令和５年４月１日 

（５）位置図 
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２ 三蔵子保育園【建替え】 

（１）設置主体 

社会福祉法人 豊川市保育協会 

（２）設置場所 

【現 行】豊川市三蔵子町西浦７６番地 

【変更後】豊川市三蔵子町西浦地内（北部地区 三蔵子小学校区） 

（３）利用定員（予定） 

【現 行】１２０人（２号認定 ８９人、３号認定 ３１人） 

【変更後】１３０人（２号認定 ９１人、３号認定 ３９人） 

（４）供用開始年月日 

令和５年度途中 

（５）位置図 
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３ 小坂井東保育園【建替え】 

（１）設置主体 

豊川市 

（２）設置場所 

豊川市宿町光道寺４１番地（南部地区 小坂井東小学校区） 

（３）利用定員（予定） 

【現 行】１００人（２号認定 ７３人、３号認定 ２７人） 

【変更後】１４０人（２号認定 ９０人、３号認定 ５０人） 

（４）供用開始年月日 

令和５年度途中 

（５）位置図 
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４ 小坂井北保育園【建替え】 

  ※ 民設民営化による建替え 

（１）設置主体 

   社会福祉法人 清源会 

（２）設置場所 

豊川市伊奈町南山新田１４４番地１（南部地区 小坂井東小学校区） 

（３）利用定員（予定） 

【現 行】１２０人（２号認定 ７８人、３号認定 ４２人） 

【変更後】１１４人（１号認定及び２号認定 ７２人、３号認定 ４２人） 

 ※ 変更後の利用定員は、近年の園の利用者数が利用定員を大きく下回わる状況であるこ

とを鑑み、現状の園の利用者数を超える設定とし、３歳未満児の保育需要に対応する。 

利用者数 令和２年度 ９８人（２号認定５８人、３号認定４０人） 

令和３年度 ９５人（２号認定５９人、３号認定３６人） 

令和４年度 ９９人（２号認定６３人、３号認定３６人） 

      また、変更後の利用定員は、運営法人が園を認定こども園として運営する場合を考慮

に入れたものである。 

（４）供用開始年月日 

令和７年４月１日 

（５）位置図 
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